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◆
確
定
申
告
と
は
？

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
は
、
毎
年
1
月

1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
得
た
す
べ
て

の
所
得
と
、
そ
れ
に
対
す
る
税
額
を
計
算

し
て
翌
年
3
月
15
日
ま
で
に
所
轄
の
税
務

署
に
申
告
す
る
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
所
得
税
を
源
泉
徴

収
と
い
う
形
で
納
め
て
い
る
場
合
や
、
予

定
納
税
と
い
う
形
で
前
払
い
し
て
い
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
に
は
所

得
税
の
精
算
手
続
き
と
い
う
意
味
合
い
も

あ
り
ま
す
。

　

町
で
受
け
付
け
る
確
定
申
告
は
「
所
得

税
の
還
付
申
告
」
、
「
所
得
税
を
納
め
る
申

告
」
、
「
住
民
税
の
申
告
」
の
3
つ
に
大
き

く
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

「
所
得
税
の
還
付
申
告
」
に
つ
い
て
は

確
定
申
告
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
「
所

得
税
を
納
め
る
申
告
」
は
必
ず
確
定
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告
を
し
な

か
っ
た
り
、
期
限
を
過
ぎ
て
申
告
を
す
る

と
、
延
滞
税
や
加
算
税
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
「
住
民
税
の
申
告
」
を
し
な
い
と
、

所
得
証
明
が
発
行
で
き
な
い
ほ
か
、
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
や
各
種
の
減
免
、
給

付
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
の
不
利

益
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
期
限
内
に
、
正
し

く
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
確
定
申
告
が
必
要
な
方
は
？

　

次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

①
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
な
ど
）
や
、

不
動
産
所
得
が
あ
る
方

②
給
与
所
得
が
あ
り
、
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方

　

(a)
給
与
収
入
金
額
が
2
千
万
円
を
超
え　

　
　

る　
　

　

(b)
給
与
の
ほ
か
に
収
入
が
あ
る　
　
　
　
　
　 　

(c)
給
与
を
2
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

　
　

て
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
給
与

　
　

が
あ
る

　

(d)
年
の
途
中
で
退
職
し
た
な
ど
の
理
由

　
　

で
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

③
公
的
年
金
等
の
収
入
の
ほ
か
に
所
得
が

あ
る
方

※
平
成
23
年
分
申
告
か
ら
、
公
的
年
金
等

の
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
そ
の
他
の

所
得
が
20
万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
を
要
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
が
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
源
泉
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

場
合
な
ど
も
、
申
告
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
、
申
告
会
場
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

④
雑
所
得
（
個
人
年
金
や
報
酬
な
ど
）
や

一
時
所
得
（
満
期
保
険
金
や
満
期
払
戻
金

な
ど
）
、
配
当
所
得
な
ど
の
収
入
が
あ
る
方

⑤
土
地
や
建
物
、
山
林
、
株
な
ど
の
譲
渡

に
よ
る
所
得
が
あ
る
方

⑥
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
）
を
初
め
て
申
告
す
る
方

⑦
医
療
費
控
除
な
ど
を
申
告
す
る
方

　

次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

⑧
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
非
課
税
の

所
得
が
あ
る
方

⑨
自
分
自
身
に
は
全
く
収
入
が
無
く
、
他

者
か
ら
の
援
助
で
生
活
を
し
て
い
て
、
誰

の
被
扶
養
者
に
も
な
っ
て
い
な
い
方

⑩
町
外
に
住
ん
で
い
る
方
の
被
扶
養
者

◆
確
定
申
告
が
不
要
な
方
は
？

①
勤
め
先
で
年
末
調
整
済
み
で
、
確
定
申

告
に
よ
る
控
除
な
ど
が
不
要
の
方

②
年
末
調
整
済
み
の
会
社
員
な
ど
の
被
扶

養
者
（
専
業
主
婦
や
扶
養
家
族
な
ど
）

◆
確
定
申
告
書
は
ど
こ
に
提
出
す
る
の
？

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
盛
岡
税
務

署
に
提
出
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
30
年
1
月
1
日
現
在
で

矢
巾
町
に
住
ん
で
い
る
方
に
限
り
、
２
月

16
日
か
ら
３
月
15
日
の
間
の
み
、
役
場
の

確
定
申
告
書
作
成
会
場
で
も
所
得
税
の
確

定
申
告
書
を
提
出
で
き
ま
す
。
期
間
中
の

会
場
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
指
定

の
日
時
へ
の
来
場
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
に
必
要
な
も
の
は
？

①
所
得
を
証
明
す
る
書
類

(a)
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
な
ど
）
や

不
動
産
所
得
が
あ
る
方
…
収
支
内
訳

書
と
そ
の
根
拠
と
な
る
帳
簿
・
売
上

明
細
・
領
収
書
な
ど
の
事
業
の
収
支

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

(b)
給
与
所
得
、
公
的
年
金
等
の
収
入
、

退
職
所
得
が
あ
る
方
…
源
泉
徴
収
票

　

(c)
個
人
年
金
収
入
が
あ
る
方
…
支
払
金

　
　

額
・
必
要
経
費
・
源
泉
徴
収
税
額
が

　
　

分
か
る
お
知
ら
せ
な
ど

　

(d)
原
稿
料
や
講
演
料
な
ど
を
受
け
取
っ　
　

　
　

た
方
…
そ
の
支
払
調
書
な
ど
と
必
要

　
　

経
費
の
領
収
書

　

(e)
満
期
保
険
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
方

　
　

…
総
合
課
税
対
象
額
が
記
載
さ
れ
た

　
　

支
払
明
細
書
な
ど

　

(f)
そ
の
他
所
得
が
分
か
る
支
払
明
細
な

　
　

ど

②
控
除
を
申
告
す
る
項
目
の
支
払
い
な
ど

を
証
明
す
る
書
類

　

(a)
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
や
任
意
継

　
　

続
、
国
保
税
な
ど
）
の
領
収
書

　

(b)
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、

　
　

地
震
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書

　

(c)
障
害
者
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、
障

　
　

害
者
手
帳
な
ど
程
度
が
確
認
で
き
る

　
　

も
の

　

(d)
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入
金
等

　
　

特
別
控
除
）
を
新
規
に
申
告
す
る
場

　
　

合
、
別
途
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

２
年
目
以
降
の
場
合
、
平
成
29
年
分

　
　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
書
、

　
　

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
年
末
残
高
等

　
　

証
明
書

　

(e)
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、
平

　
　

成
29
年
分
申
告
か
ら
「
医
療
費
の
明

　
　

細
書
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　

支
払
い
と
給
付
の
領
収
書
を
集
計
の

　
　

上
、
明
細
書
を
作
成
し
持
参
し
て
く

　
　

だ
さ
い
。
ま
た
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

　
　

シ
ョ
ン
税
制
の
適
用
を
受
け
る
場
合

　
　

（
通
常
の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
適

　
　

用
）
は
、「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

　
　

ン
税
制
の
明
細
書
」
と
「
一
定
の
取

　
　

り
組
み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

　
　

す
る
書
類
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　

※
明
細
書
の
用
紙
は
、
国
税
庁
ホ
ー

　
　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

　
　

か
、
役
場
１
階
税
務
課
賦
課
係
の
窓

　
　

口
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

(f)
寄
附
金
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、
寄

　
　

附
し
た
自
治
体
、
団
体
な
ど
か
ら
交　

　
　

付
を
受
け
た
寄
附
金
の
受
領
証
な
ど

③
は
ん
こ
（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）

④
申
告
者
名
義
の
金
融
機
関
の
通
帳
と
通

帳
印

⑤
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
申
告
書
や
所

得
計
算
用
紙
、
は
が
き
な
ど

⑥
過
去
2
〜
3
年
の
間
に
申
告
し
た
方

は
、
そ
の
収
支
内
訳
書
と
申
告
書
の
控
え

⑦
申
告
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ

び
本
人
確
認
書
類
（
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
）
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確定申告書作成会場開設日
　 ◎会場：役場４階大会議室  

午前の部 午後の部

８時 30 分～ 11 時 1 時～ 3 時 30 分

2/16㈮ 白　沢 白沢・桜屋

19㈪ 太　田 太田・岩清水

20㈫ 室　岡 室岡・舘前

21㈬ 和　味 南矢幅３区

22㈭ 南矢幅４区 南矢幅４区・６区

23㈮ 南矢幅２区 下　北

26㈪ 矢巾２区 煙山・下赤林

27㈫ 矢巾１区 広宮沢１区・城内

28㈬ 新田１区・２区

3/ 1㈭ 南煙山 広宮沢２区・南矢幅７区

2㈮ 南　昌 矢　次

5㈪ 上赤林・南矢幅５区 流通センター

6㈫ 土　橋 南矢幅１区

7㈬ 間野々 矢巾３区

8㈭ 西徳田 2 区 東徳田１区

9㈮ 西徳田 1 区 東徳田２区

12㈪ 藤　沢

13㈫ 高田３区 北郡山

14㈬ 高田 2 区

15㈭ 高田 1 区

◆所得税の申告をする方で平日の来場が困難な
　方は、２月 18 日㈰・25 日㈰にアイーナ会場を
　利用してください。

　

　盛岡税務署では、平成29年分の所得税・贈与税・

消費税・地方消費税の申告書作成会場を盛岡駅西

口アイーナ７階に開設します。盛岡税務署内には

開設しておりませんのでご注意ください。

◆期間　２月16日㈮から３月15日㈭まで

※土・日、祝日を除く。ただし、２月18日と25日の

日曜日に限り開設します。

◆時間　午前９時から午後４時まで

盛岡税務署「アイーナ会場」 ▶問い合わせ　確定申告に

ついて詳しくは、盛岡税務

署（☎６２２- ６１４１）、役

場税務課賦課係（☎６１１-

２５２２）まで。

　または、国税庁ホームペー

ジ（http : //www. nta . go. 

jp）をご覧ください。

①「障害者控除対象者認定書」　 

   の発行

　障害者手帳を持っていなくて

も、介護保険の要介護認定を受

けていて一定の基準に該当する

方は、申請により町発行の「障

害者控除対象者認定書」の交付

を受けることができます（基準

について詳しくはお問い合わせ

ください）。

②おむつ代の医療費控除　 

   「確認書」の発行

　(1) ～ (3) の要件をすべて満

たす方は、申請により、医師の

発行する「おむつ使用証明書」

の代わりに提出できる、町の「確

認書」の交付を受けることがで

きます。

(1) おむつ代の医療費控除を受

けるのが 2 年目以降

(2) 平成 29 年中に要介護認定

を受けている

(3) 要介護認定の際に使用した

主治医の意見書により、寝たき

り状態で尿失禁の可能性がある

と認められている

①・②の発行・問い合わせ　

介護保険被保険者証と印鑑をお

持ちの上、役場健康長寿課長寿

支援係（☎ 611-2830）で手続

きをしてください。　

「障害者控除対象者認定書」

おむつ代医療費控除「確認書」

の発行について

収支内訳書作成相談会日程は 5 ページに掲載

■確定申告の準備はお済みですか？


